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一
九
世
紀
初
頭
の
ロ
シ
ヤ
の
政
治
状
況
（
，
一
）

　
　
　
ー
ス
ペ
ラ
ン
ス
キ
イ
憲
法
草
案
を
中
心
と
し
た
試
論
的
老
察
1中

　
澤
　
精
　
次

醇良

　
む
　
す
　
ぴ

　
は
し
が
き

輔
　
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
山
世
政
府
の
課
題
…
…
以
上
本
號

ニ
　
ス
ベ
ラ
ン
ス
キ
イ
憲
法
茸
・
案
の
特
性

三
　
ス
ペ
ラ
ソ
ス
キ
イ
憲
法
草
案
の
現
實
的
露
結

は
　
し
　
が
　
き

憲
法
の
概
念
に
つ
い
て
諸
読
は
甚
だ
輻
湊
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
憲
法
を
近
代
批
會
の
す
ぐ
れ
た
政
治
的
標
識
の
一
つ
と
認
め
る

こ
と
に
異
論
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
憲
法
が
近
代
肚
會
の
政
治
的
標
識
の
一
つ
と
看
徹
さ
れ
て
い
る
黙
を
十
分
に
尊
重
し
つ
つ
、
こ
こ
で

は
、
極
く
常
識
的
に
憲
法
と
は
「
文
書
に
よ
つ
て
表
示
さ
れ
、
且
つ
権
力
關
係
を
規
定
す
る
法
規
範
の
抜
葦
で
あ
る
」
と
理
解
し
て
み
た
い
。
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

す
る
と
ロ
シ
ヤ
に
お
い
て
は
一
八
〇
九
年
に
ス
ペ
ラ
ソ
ス
キ
イ
三
，
茎
∩
目
6
霊
突
国
陣
が
、
一
八
一
九
年
に
ノ
ヴ
ォ
シ
リ
ツ
ォ
フ
　
エ
●
宰

　
　
　
　
一
九
世
紀
初
頭
の
ロ
シ
ヤ
の
政
治
歌
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
（
二
九
三
）



　
　
　
　
鱒
九
世
紀
初
頭
の
ロ
シ
ヤ
の
政
治
炊
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
　
　
（
二
九
四
）

　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紗
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

工
0
8
9
自
ぴ
娼
畠
が
、
又
一
八
二
〇
年
代
の
前
牛
に
ム
ラ
ヴ
ィ
ヨ
フ
＝
」
≦
●
3
矯
冨
9
雷
と
ペ
ス
テ
ル
目
＝
●
コ
9
冨
き
が
そ
れ
ぞ
れ
憲

法
草
案
を
作
成
し
て
い
る
の
で
、
ロ
シ
ヤ
の
近
代
的
な
政
治
過
程
は
、
一
慮
一
九
世
紀
の
初
頭
、
す
な
わ
ち
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
一
世
の
治
世
（
一
八

〇
一
ー
一
八
二
五
）
に
始
ま
つ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
前
記
の
諸
草
案
は
決
し
て
同
質
的
で
は
な
い
。

上
か
ら
す
る
改
革
の
方
向
に
、
あ
る
い
は
下
か
ら
す
る
攣
革
の
指
針
と
し
て
起
草
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
諸
草
案
は
、
い
ず
れ
も
ロ
シ
ヤ
近
代
化
の
特

殊
性
を
自
ら
の
内
に
正
し
く
投
影
さ
せ
つ
つ
、
同
時
に
又
、
極
め
て
個
性
的
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
ス
ペ
ラ
ソ
ス
キ
イ
、
ノ
ヴ
ォ
シ
リ
ツ
ォ
フ
、
ム
ラ
ヴ
ィ
ヨ
フ
及
び
ペ
ス
テ
ル
の
草
案
は
、
い
ず
れ
も
草
案
に
止
ま
り
、
法
規
範
的
性

格
・
法
的
規
範
力
を
與
え
ら
れ
て
い
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
立
憲
的
要
素
と
反
立
憲
的
要
素
と
の
著
し
い
競
合
的
な
存
在
に
よ
つ
て
、
そ
の
前
後

の
治
世
か
ら
特
徴
づ
け
ら
れ
得
る
ア
レ
キ
ザ
ソ
ド
ル
一
世
の
治
世
は
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
政
治
的
な
近
代
化
過
程
の
ロ
シ
ヤ
的
特
性
を
、
す
た
わ

ち
前
近
代
的
な
燈
制
的
危
機
克
服
の
ロ
シ
ヤ
的
態
様
を
、
そ
の
最
も
顧
著
な
様
相
に
お
い
て
露
呈
し
た
一
つ
の
段
階
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
。
そ

こ
で
ロ
シ
ヤ
の
近
代
化
的
な
政
治
過
程
解
明
の
手
掛
り
と
し
て
、
本
稿
は
一
九
世
紀
初
頭
の
政
治
歌
況
を
、
ス
ペ
ラ
ソ
ス
キ
イ
憲
法
草
案
に
覗
黙

を
置
い
て
観
察
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
。
い
わ
ば
試
論
的
研
究
で
あ
る
。

　
以
下
本
論
は
、
ス
ペ
ラ
ソ
ス
キ
イ
憲
法
草
案
起
草
の
背
景
、
草
案
の
特
性
、
及
び
草
案
の
現
實
化
に
伴
つ
て
表
面
化
し
た
政
治
歌
況
の
構
成
契

機
と
を
指
摘
す
る
三
つ
の
章
か
ら
成
る
。

（
1
）
　
本
論
第
二
章
滲
照
。

（
2
）
　
一
八
一
八
年
ポ
！
ラ
ソ
ド
の
第
一
同
國
會
の
開
會
式
に
臨
ん
で
、
ロ
シ
ヤ
人
民
に
憲
法
ぎ
霧
望
昌
量
国
を
與
え
る
で
あ
ろ
う
二
と
を
麗
明
し
た
ア
レ
キ

　
サ
ソ
ド
ル
か
ら
草
案
の
起
草
を
委
任
さ
れ
た
ノ
ヴ
ォ
シ
リ
ツ
ォ
フ
が
、
政
治
及
び
法
律
の
顧
問
で
あ
る
フ
ラ
γ
ス
人
デ
シ
ヤ
ン
ヒ
①
琶
田
の
協
力
を
得
て
、

　
一
八
一
九
年
に
「
ロ
シ
ヤ
帝
國
憲
章
」
『
O
露
ぞ
自
霧
国
田
国
》
勾
臣
田
縞
『
窓
国
O
轟
℃
8
惑
臭
皇
＝
竃
竃
℃
嬉
属
を
作
成
し
て
い
る
。
本
稿
の
い
う
ノ
ヴ
ォ
シ
リ

　
ツ
ォ
フ
草
案
と
は
こ
の
「
ロ
シ
ヤ
帝
國
憲
章
」
を
指
す
ー
と
こ
ろ
で
ヴ
呂
ゼ
ム
ス
キ
イ
戸
ン
⑦
器
窪
畠
惑
に
よ
り
露
謬
さ
れ
て
後
、
皇
帝
に
提
出
さ
れ

　
た
「
ロ
シ
ヤ
帝
國
憲
章
」
は
、
ヴ
轟
ル
ナ
ッ
キ
イ
に
よ
る
と
「
完
全
に
見
棄
て
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
實
現
の
豫
備
的
手
段
が
地
方
行
政
の
改
革
に
際



　
し
て
標
ら
れ
た
」
（
〈
Φ
舜
ロ
§
貯
ざ
O
こ
ト
屡
“
O
肖
気
O
晩
類
償
器
賛
り
お
㎝
ど
》
暴
蝿
）
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
、
果
し
て
こ
の
草
案
が
憲
“
法
と
し
て
國
家

　
権
力
の
承
認
を
得
て
い
た
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
草
案
の
内
容
が
極
秘
に
さ
れ
、
公
表
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
は
事
實
の
よ
う
で
あ

ろ
。
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
目
鋸
呂
O
y
＝
・
F
～
…
O
冨
3
℃
≧
実
雷
貰
℃
ヲ
冨
塁
も
3
養
釜
三
＝
5
唱
欝
O
雷
臣
O
弘
8
♪
↓
9
二
く
鳩
β
》
・

　
H
9
ー
㎝
｝
釜
’
と
こ
ろ
で
シ
リ
ジ
ョ
ー
ル
の
「
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
一
世
1
そ
の
生
涯
と
治
世
1
」
牧
録
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
と
、
草
案
は
艦
裁
の
整
つ

　
た
六
章
一
九
梱
條
か
ら
成
り
、
遽
邦
制
的
・
代
議
制
的
な
統
治
機
構
を
豫
定
し
て
い
る
。
又
基
本
的
人
穫
に
つ
い
て
第
三
章
を
設
け
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は

　
極
め
て
消
極
的
・
部
分
的
で
あ
り
、
保
守
的
立
場
か
ら
一
慮
法
の
支
配
・
法
の
前
の
卒
等
を
抽
象
的
に
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
（
E
§
鑑
建
㍉
壁
美
ρ

・
8
窒
一
く
｝
Q
弓
●
髪
凶
O
ソ
。

（
3
）
　
デ
カ
ブ
墾
ス
ト
・
ム
ラ
ヴ
4
ヨ
フ
の
起
草
し
た
憲
法
草
案
に
は
二
つ
あ
る
。
第
一
の
草
案
は
前
丈
と
五
章
三
八
條
か
ら
、
第
二
の
草
案
は
二
黒
呈
三
四

　
條
か
ら
成
つ
て
い
る
が
、
本
質
的
に
鳳
差
異
が
な
い
。
も
つ
と
も
嚴
密
に
数
え
て
第
三
の
草
案
（
ピ
欝
o
ロ
び
鋭
O
こ
場
び
㊥
固
巖
什
騨
仁
器
螢
躬
o
く
o
ξ
菖
0
9

　
一
認
9
誓
⑥
U
Φ
8
彰
げ
巨
警
旨
0
8
目
①
昌
レ
O
巽
も
・
o
o
o
o
）
を
指
摘
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
彼
が
デ
カ
ブ
リ
ス
ト
審
問
委
員
禽
の
審
問
に
答
え

　
た
陳
蓮
書
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
の
い
う
ム
ラ
ヴ
ィ
ヨ
フ
草
案
と
ば
前
二
者
の
み
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
又
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
寓
8
℃
壁
箏
お

　
6
0
信
謹
O
』
ぴ
躍
Q
占
O
』
国
司
臨
．
一
①
O
霞
お
智
笹
国
自
8
0
尋
O
閑
鵠
O
＝
目
℃
O
鼠
ロ
ロ
O
満
①
属
躍
頃
員
O
民
即
O
℃
謹
q
O
国
℃
一
〇
㎝
ド
↓
O
竃
ど
Ω
ε
．
贈
O
㎝
ー
Q
D
器
に
よ
る
。
な
お
ム
ラ
ヴ
ィ
ヨ
フ

　
は
草
案
の
前
丈
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
翅
べ
て
い
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
國
民
の
又
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
経
験
が
、
專
制
政
治
望
鎚
9
剛
・
9
鑓
o
紮
£
》
美
農
＝
塁
は
支
酌
者
と

　
肚
禽
の
い
ず
れ
に
と
づ
て
も
等
し
く
破
滅
的
で
あ
る
こ
と
、
叉
そ
れ
は
我
々
の
紳
聖
な
敏
義
に
も
常
識
の
原
則
に
も
一
致
し
な
い
こ
と
を
立
誰
し
て
ぎ
た
。
一

　
人
の
專
横
冒
℃
畠
寄
9
が
統
治
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
許
さ
れ
得
な
い
し
、
す
ぺ
て
の
穫
利
が
一
方
に
あ
り
、
他
方
に
は
義
務
の
み
し
か
な
い
こ
と
に
も
又

　
同
意
で
き
な
い
。
盲
目
的
な
服
從
は
恐
怖
に
よ
つ
て
の
み
基
礎
づ
け
ら
れ
得
る
の
そ
あ
つ
て
、
聰
明
な
元
首
蛇
ぴ
に
賢
明
な
爲
政
者
の
い
ず
れ
に
と
つ
て
も
堰

　
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
…
…
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
國
民
ぱ
憲
法
と
自
由
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
。
ロ
シ
ヤ
國
民
も
又
彼
等
と
同
様
な
憲
法
と
肖
由
と
を
彼
等
よ
り
以
上

　
に
希
望
す
る
」
（
ご
＝
美
9
8
寓
ン
8
亨
8
㎝
）
と
。

（
4
）
　
デ
カ
ブ
リ
ス
ト
の
指
導
者
、
特
に
南
部
結
鮭
の
中
心
人
物
で
あ
つ
た
ペ
ス
テ
ル
の
草
案
と
は
「
ロ
シ
ヤ
の
法
律
」
－
矯
8
器
論
弓
麟
呂
角
を
指
す
。
な
お

　
ペ
ス
テ
ル
草
案
の
テ
キ
ス
ト
は
寓
o
ゆ
a
℃
角
属
属
匡
①
O
黛
窟
甥
旨
ぴ
譜
0
8
自
O
自
蝦
寄
国
員
お
O
民
＝
①
属
曾
国
℃
O
O
O
合
突
国
①
＝
℃
O
国
ω
鵬
O
滴
O
婁
寅
滴
φ
民
鎖
α
℃
議
Q
8
9
一
〇
㎝
ト
弓
O
蓄
ド
一
b

　
自
㌻
“
㌣
一
雷
に
よ
る
。
彼
は
一
八
二
一
年
か
ら
一
四
年
に
か
け
て
の
封
ナ
ポ
レ
オ
ソ
職
雫
中
に
筆
を
と
り
、
一
八
二
二
年
に
ほ
ぼ
完
了
し
た
下
書
き
的
草
稿

　
に
手
を
入
れ
、
一
八
二
四
年
そ
れ
を
「
ロ
シ
ヤ
の
法
律
」
と
自
ら
名
付
け
た
。
こ
の
「
ロ
シ
ヤ
の
法
律
」
は
序
論
と
四
章
よ
り
成
る
本
諭
と
か
ら
構
成
さ
れ
、

　
そ
の
内
答
は
ム
ラ
ヴ
ィ
ヨ
フ
草
案
に
比
較
す
る
と
相
當
に
進
歩
的
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
反
面
、
抽
象
的
・
論
明
的
な
駿
蓮
と
も
な
つ
て
い
ゐ
。
「
國
民
及

　
び
國
民
の
意
義
に
關
す
る
基
本
概
念
」
と
題
し
た
草
案
の
第
七
項
に
は
、
「
國
民
と
は
、
あ
る
特
定
の
國
家
に
厨
し
、
全
員
拉
び
に
個
々
人
の
薦
祉
實
現
を
存

一
九
世
紀
初
頭
の
ロ
シ
ヤ
の
政
治
歌
況

三
五

（
二
九
五
）



　
一
九
世
紀
初
頭
の
ロ
シ
ヤ
の
政
治
欣
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
　
（
二
九
六
）

在
理
由
と
し
た
市
民
鮭
會
を
組
成
す
る
人
民
の
総
和
で
あ
る
。
市
民
肚
會
の
不
憂
の
法
は
、
い
ず
れ
の
國
家
も
國
民
と
政
府
か
ら
成
る
が
、
國
民
と
政
府
と
は

別
個
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
國
民
は
す
べ
て
特
別
の
義
務
を
課
せ
ら
れ
ず
、
又
特
別
の
椹
利
を
享
有
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
又
政
府
は
國
民
の
幸
輻

の
た
め
に
の
み
存
在
し
、
且
つ
自
己
の
存
在
と
組
織
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
根
操
を
、
　
そ
れ
以
外
に
持
ち
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
…
…
」
（
↓
角
竃

美
⑦
二
d
諸
一
ど
q
マ
o
o
O
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
　
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
一
世
政
府
の
課
題

　
一
八
〇
一
年
三
月
一
二
日
の
前
夜
牛
、
ミ
ハ
イ
ロ
フ
ス
キ
イ
城
か
ら
冬
宮
に
移
つ
た
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
・
パ
ヴ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
＞
自
突
8
踵
員
℃

蔚
望
8
蚤
は
、
急
遽
ト
ゥ
ロ
シ
チ
ソ
ス
キ
イ
戸
↓
宕
三
臣
突
態
を
呼
ぴ
よ
せ
て
「
皇
帝
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
一
世
の
帥
位
に
關
す
る
詔
勅
」

〈
蜜
暫
塁
富
9
0
弩
り
…
象
重
田
巷
0
9
9
窪
器
冨
8
冨
）
器
閑
8
言
冨
器
筍
胃
O
）
を
起
童
・
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
パ
1
ヴ
ェ
ル
・
ペ
ト
ロ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ヴ
ィ
チ
皇
帝
陛
下
が
、
三
月
一
一
日
か
ら
一
二
日
に
か
け
て
の
夜
牛
突
然
卒
中
に
襲
わ
れ
、
紳
の
御
心
の
ま
ま
に
亡
く
な
ら
れ
た
」
た
め
、
一
七
九

七
年
の
主
位
糧
承
法
に
も
と
づ
い
て
、
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
・
パ
ヴ
ロ
ー
ヴ
ィ
チ
が
「
ロ
シ
ヤ
大
帝
國
の
王
位
」
（
国
…
名
零
o
鷺
蚕
蹄
国
8
唇
9
轟
6
蚕
醤

謝
屈
雪
）
を
纏
承
す
る
こ
と
と
な
つ
た
。
し
か
し
三
月
二
百
の
「
皇
帝
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
一
世
の
即
位
に
關
す
る
詔
勅
」
は
、
壬
位
繊
承
の
宣

言
で
あ
る
關
係
上
、
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
の
登
極
を
蝕
儀
な
く
し
た
條
件
、
す
な
わ
ち
パ
ー
ヴ
ェ
ル
の
急
死
を
公
け
に
し
た
が
、
そ
の
正
確
な
死
因

を
傳
え
て
い
な
い
。
先
帝
パ
ー
ヴ
ェ
ル
が
、
一
八
世
紀
に
お
い
て
屡
ζ
繰
返
え
さ
れ
た
宮
廷
革
命
臥
妃
陰
謀
に
よ
つ
て
殺
害
さ
れ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
「
詔
勅
」
は
、
恰
も
病
死
で
あ
る
か
の
よ
う
に
彼
の
死
を
「
突
然
卒
中
（
窒
o
ヨ
実
望
器
突
惑
旨
巷
）
に
襲
わ
れ
て
…
…
」
と
し
か
詮
明
し
て

な
い
か
ら
で
あ
る
、
も
つ
と
も
い
か
な
る
事
情
が
あ
つ
た
に
せ
よ
、
そ
の
際
に
殺
逆
の
事
實
を
公
表
す
る
こ
と
は
、
王
位
の
瀞
聖
不
可
侵
な
椹
威

を
傷
つ
け
、
王
椹
の
正
當
性
を
害
う
明
白
な
危
瞼
を
敢
え
て
侵
す
わ
け
で
し
か
な
い
か
ら
、
パ
ー
ヴ
ェ
ル
の
憤
死
を
卒
中
死
に
装
つ
た
ア
レ
キ
サ

ソ
ド
ル
一
世
政
府
の
庭
置
は
、
む
し
ろ
當
然
で
あ
つ
た
と
も
い
い
得
よ
う
。
と
は
い
え
王
位
の
正
統
な
縫
承
者
・
パ
！
ヴ
ェ
ル
の
第
一
子
ア
レ
キ

サ
ソ
ド
ル
の
帥
位
が
、
し
た
が
つ
て
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
政
椹
の
成
立
が
、
パ
ー
ヴ
ェ
ル
を
殺
害
し
た
陰
謀
勢
力
の
諒
解
乃
至
要
講
を
不
可
飲
の
前



提
と
し
て
い
た
と
す
る
と
、
元
首
で
あ
ろ
う
と
す
る
か
ぎ
リ
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
は
、
先
帝
の
統
治
に
つ
い
て
自
畳
的
且
つ
實
践
的
な
反
省
を
同
遜

し
得
ぬ
こ
と
と
な
る
。
一
八
〇
一
年
三
月

一
二
日
の
王
位
縫
承
が
、
實
は
反
パ
ー
ヴ
ェ
ル
的
暴
力
の
干
與
に
よ
つ
て
決
定
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
と
、
新
政
府
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
先
帝
の
施
政
と
彼
の
死
と
を
因
果
關
係
的
に
把
握
し
、
王
椹
の
存
在
が
保
誰
さ
れ
得
べ
き
客
髄
條
件

を
改
め
て
的
確
に
護
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
ズ
ペ
ラ
ソ
ス
キ
イ
憲
法
草
案
の
紹
介
に
先
立
ち
、
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
一
世
政
府

の
不
可
避
的
に
當
面
し
た
基
本
的
な
課
題
を
整
序
す
べ
く
、
ま
ず
そ
の
順
序
と
し
て
新
政
権
成
立
の
経
過
を
一
瞥
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
エ
カ
テ
リ
ナ
団
冨
↓
9
寓
岳
＞
莞
湾
0
8
臣
女
帝
の
意
志
に
反
し
て
王
位
を
織
承
し
た
パ
ー
ヴ
ェ
ル
の
治
世
は
、
一
七
九
六
年
一
一
月
に
始

ま
る
。
し
た
が
つ
て
僅
か
五
年
足
ら
ず
の
滑
世
で
あ
つ
た
が
、
彼
が
自
己
の
意
志
を
能
力
の
詐
す
か
ぎ
り
主
張
し
つ
づ
け
た
結
果
、
そ
の
間
の
治

世
は
敷
多
く
の
暴
君
的
・
專
制
者
的
な
痕
跡
を
も
つ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
彼
に
と
つ
て
は
「
予
と
共
に
語
る
者
の
み
が
重
要
な
人
物
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

あ
り
、
そ
れ
も
予
と
共
に
語
る
間
だ
け
」
で
し
か
な
か
つ
た
。
現
に
人
事
の
更
迭
・
罷
冤
と
苛
酷
な
虚
罰
が
頻
褒
し
て
お
り
、
特
に
「
一
八
○
○

年
の
末
頃
か
ら
皇
帝
パ
ー
ヴ
ェ
ル
の
氣
質
は
全
く
陰
氣
と
な
り
、
猜
疑
心
が
強
ま
つ
た
。
明
日
も
皇
帝
と
共
に
在
り
得
よ
う
と
い
つ
た
保
誰
は
何

　
　
　
　
　
（
6
）

人
に
も
な
か
つ
た
」
。
そ
れ
故
政
府
部
内
の
人
心
は
常
に
動
揺
し
、
そ
の
こ
と
が
パ
ー
ヴ
ェ
ル
を
刺
激
し
て
彼
の
凋
裁
者
的
性
格
を
益
々
あ
ら
わ

に
さ
せ
、
し
た
が
つ
て
彼
の
暴
君
的
恣
意
的
な
人
事
行
政
に
甥
す
る
保
身
・
自
衛
の
必
要
性
を
高
め
た
結
果
、
そ
こ
に
反
パ
ー
ヴ
ェ
ル
的
氣
蓮
が

醸
成
さ
れ
て
い
つ
た
。
す
な
わ
ち
宮
廷
・
政
府
及
び
軍
隊
の
内
部
に
一
般
化
し
た
不
安
と
恐
怖
は
、
そ
の
受
身
的
な
態
度
か
ら
叢
展
し
て
パ
～
ヴ

ェ
ル
の
慶
位
と
い
う
積
極
的
な
主
張
に
輻
じ
、
セ
ソ
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
総
督
パ
ー
レ
ソ
コ
●
コ
窪
窪
伯
爵
・
ベ
ニ
グ
セ
ソ
』
・
切
窪
胃
8
属

將
軍
を
中
心
と
す
る
陰
謀
を
具
饅
化
さ
せ
た
。
三
月
一
一
日
の
夜
牛
、
パ
ー
レ
ソ
の
指
揮
し
た
陰
謀
團
が
王
宮
を
襲
い
、
皇
帝
パ
ー
ヴ
ェ
ル
は
そ

の
寝
室
で
御
馬
司
ズ
ボ
フ
＝
●
ω
》
O
o
守
イ
ズ
マ
イ
ロ
フ
ス
キ
イ
蓮
隊
の
士
官
ス
カ
リ
ヤ
チ
ソ
∩
盗
冨
憩
＝
な
ど
に
よ
つ
て
生
命
を
断
た
れ
て

　
（
7
）

い
る
。
し
か
も
こ
の
報
知
は
、
直
ち
に
、
王
位
繕
承
の
第
一
順
位
者
で
あ
る
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
に
傳
え
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
陰
謀
團
が
そ
の
成
功

を
な
に
よ
り
も
ま
ず
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
に
傳
え
た
こ
と
は
、
一
見
不
可
解
な
印
象
を
與
え
よ
う
が
、
王
位
織
承
者
に
事
態
の
牧
拾
を
託
し
た
と
い

　
　
　
　
一
九
世
紀
初
頭
の
ロ
シ
ヤ
の
政
治
歌
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
（
二
九
七
）



　
　
　
　
一
九
世
紀
初
頭
の
や
シ
ヤ
の
政
治
歌
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
　
（
二
九
八
）

う
そ
の
事
實
こ
そ
、
實
は
陰
謀
の
政
治
的
性
格
を
最
も
よ
く
示
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
ゆ
す
な
わ
ち
陰
謀
は
ー
「
ロ
シ
ヤ
大
帝
國
の
王
位
」
そ
の
、

も
の
を
抹
殺
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
王
位
の
存
在
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
必
要
緊
急
性
こ
そ
が
パ
ー
ヴ
ェ
ル
獄
逆
の
陰
謀

を
生
起
さ
せ
た
の
で
あ
つ
た
。
も
つ
と
も
ア
レ
キ
サ
ゾ
ド
ル
は
パ
ー
ヴ
ェ
ル
の
塵
位
に
つ
い
て
既
に
同
意
し
て
い
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
勿

論
そ
う
し
た
意
志
表
示
は
あ
べ
ま
で
も
非
暴
力
的
な
読
得
を
前
提
と
し
て
で
あ
つ
た
た
め
に
、
パ
ー
ヴ
ェ
ル
殺
害
の
報
知
が
彼
に
與
え
た
精
紳
的

打
撃
は
決
し
て
輕
く
な
か
つ
た
。
彼
は
失
紳
す
る
程
に
驚
愕
し
た
と
も
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
悲
歎
・
驚
愕
を
よ
そ
に
し
た
パ
：
レ
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

か
ら
、
　
「
蝕
り
に
も
子
供
じ
み
て
い
る
。
さ
あ
統
治
な
さ
れ
よ
、
近
衛
隊
の
前
に
姿
を
お
見
せ
な
さ
い
」
と
ま
で
叱
咤
さ
れ
．
王
位
繕
承
者
と
し

て
の
自
畳
を
促
さ
れ
て
、
彼
は
三
月
一
二
圓
の
午
前
二
時
冬
宮
に
移
り
、
王
位
糠
承
宣
言
の
た
め
に
、
追
放
中
の
ト
ゥ
ロ
シ
チ
ン
ス
キ
イ
を
呼
び

よ
せ
た
。
か
く
し
て
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
一
世
の
治
世
が
始
ま
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
三
月
一
一
日
夜
の
陰
謀
が
政
府
部
内
で
書
策
さ
れ
、
又
そ
れ
が
官
僚
及
び
士
官
の
手
で
途
行
さ
れ
た
と
い
う
事
實
は
、
反
バ
海

ヴ
ェ
ル
蓮
動
の
基
盤
を
統
治
機
構
の
内
部
に
限
定
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。
成
程
パ
ー
ヴ
ェ
ル
排
斥
の
要
講
は
宮
延

革
命
的
に
實
現
さ
れ
た
が
、
翫
に
彼
砂
統
治
は
そ
の
恣
意
性
と
暴
力
性
の
故
に
國
民
的
な
規
模
の
不
評
を
招
來
し
て
炉
た
の
で
あ
り
、
陰
謀
が
閲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

接
に
せ
よ
諸
階
級
の
い
か
に
廣
範
な
背
景
を
備
え
て
い
た
か
は
、
パ
ー
ヴ
ェ
ル
の
急
死
に
「
不
仕
附
け
で
す
ら
あ
る
程
に
狂
喜
し
た
」
人
々
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

決
し
て
特
定
の
身
分
乃
至
階
級
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
叉
「
街
上
の
人
々
が
、
復
活
祭
の
日
の
よ
5
に
相
抱
い
て
喜
び
に
泣
い
た
」
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
数
多
く
の
記
錬
か
ら
十
分
に
實
謹
で
き
る
。
無
論
、
貴
族
階
級
（
誉
ε
轟
自
零
）
も
こ
の
場
合
例
外
で
な
か
つ
た
。
貴
族
も
叉
「
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

年
の
間
、
然
る
べ
き
統
治
も
せ
ず
に
、
紳
の
委
ね
給
う
た
帝
國
を
苦
し
め
つ
づ
け
た
皇
帝
（
♂
き
田
躍
）
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
か
ら
我
に
か
え
つ
た
」
一

人
で
あ
る
。
例
え
ば
「
ユ
ダ
ヤ
人
は
メ
シ
ヤ
を
期
待
す
る
が
、
我
々
の
救
い
は
突
然
に
や
つ
て
來
て
我
々
を
喜
ば
せ
た
…
…
お
か
げ
で
我
々
は
暗

い
日
々
か
ら
抜
け
出
ら
れ
た
。
無
頼
漢
の
鞭
と
斧
と
は
最
早
よ
み
が
え
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
保
護
が
、
し
か
も
又
寛
仁
と
慈
悲
の
側
に
立
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

天
使
（
角
零
雪
）
が
我
々
を
統
滑
す
る
で
あ
ろ
う
保
謹
が
、
以
前
の
苦
し
み
を
急
速
に
癒
t
て
く
れ
る
」
と
ま
で
あ
惹
貴
族
は
告
白
し
て
い
る
。
し



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

か
し
恐
怖
政
治
か
ら
の
解
放
に
「
あ
ら
ゆ
る
人
々
（
国
8
≦
営
国
8
ヌ
冨
）
が
安
堵
し
」
、
朝
野
は
大
き
な
期
待
を
も
つ
て
自
由
主
義
者
と
噂
さ
れ
た

ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
の
政
椹
を
迎
え
て
い
る
が
、
か
く
あ
つ
た
か
ら
と
い
つ
て
、
新
政
府
に
寄
せ
た
期
待
の
階
級
的
な
異
質
性
が
無
親
さ
れ
て
は
な

る
ま
い
。
述
べ
る
ま
で
も
な
く
國
家
穫
力
の
掌
握
者
・
皇
帝
に
と
つ
て
常
に
第
一
義
的
・
不
可
避
的
な
關
心
事
は
、
穫
力
基
盤
の
確
保
で
あ
り
、

主
穫
の
客
観
的
な
保
謹
を
可
能
な
か
ぎ
り
非
穫
力
的
に
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
は
そ
の
即
位
の
経
緯
上
、
王
権

0
の
姿
當
性
の
同
復
・
培
養
を
よ
り
強
く
蝕
儀
な
く
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
し
か
も
か
く
蝕
儀
な
く
さ
れ
た
彼
の
基
本
的
な
課
題
の
究
明
を
こ
こ
で

問
題
と
す
る
以
上
、
ま
ず
パ
ー
ヴ
ェ
ル
の
暴
政
に
封
す
る
階
級
的
な
反
慮
、
就
中
貴
族
階
級
の
そ
れ
が
検
討
さ
れ
る
ぺ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
蓋

し
、
横
力
構
造
上
貴
族
階
級
は
王
椹
の
階
級
的
基
盤
を
組
成
し
、
王
位
の
藩
屏
を
な
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
一
八
世
紀
の
後
牛
、
な
お
依
然
と
し
て
貴
族
階
級
は
官
僚
及
び
士
官
の
濁
占
的
供
給
源
を
形
成
し
て
い
た
が
、
既
に
法
制
的
に
は
文
官
的
乃
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

武
官
的
奉
仕
義
務
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
、
．
経
濟
生
活
に
專
心
し
得
る
十
分
な
飴
裕
を
獲
得
し
て
い
た
。
特
に
エ
カ
テ
リ
ナ
ニ
世
の
治
下
で
彼
等

は
階
級
的
自
治
と
合
せ
て
地
方
行
政
を
そ
の
手
中
に
牧
め
、
農
奴
主
的
・
地
主
的
特
権
を
始
め
と
し
た
廣
範
な
身
分
的
諸
特
穫
を
得
る
こ
と
に
成

功
し
て
い
る
。
そ
れ
故
一
般
に
こ
の
時
代
を
「
貴
族
の
全
盛
期
」
と
呼
ぶ
。
と
こ
ろ
が
こ
の
「
貴
族
の
全
盛
期
」
は
叉
別
に
「
貴
族
の
反
動
期
」

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
す
な
わ
ち
貴
族
の
全
盛
期
が
反
動
期
で
も
あ
る
黙
に
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
意
味
が
ひ
そ
ん
で
い

る
。
と
い
う
の
は
エ
カ
テ
リ
ナ
女
帝
の
啓
蒙
專
制
的
統
治
は
、
王
槽
の
伸
張
が
許
容
さ
れ
得
た
い
わ
ば
限
界
状
況
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
つ
て
、
貴
族
的
特
構
の
定
立
と
そ
の
十
全
的
な
保
護
こ
そ
は
、
こ
の
階
級
に
依
存
す
る
王
梅
の
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
己
規
定
的
な
努

力
の
現
實
的
表
現
で
あ
つ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
貴
族
の
階
級
的
特
権
は
、
彼
等
に
王
椹
の
積
極
的
な
基
盤
的
役
割
を
求
め
得
る
上
に
不
可
訣
の
薬

櫛
の
譲
歩
で
あ
り
、
自
己
を
権
力
の
核
心
た
り
得
さ
せ
る
べ
く
皇
帝
が
提
供
し
た
代
償
に
外
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
パ
ー
ヴ
ェ
ル
は
そ
う
し
た
代
償
の
提
供
を
拒
否
し
た
。
彼
は
構
力
の
赤
裸
々
な
暴
力
的
側
面
を
統
治
の
前
面
に
強
く
打
出
し
つ
つ
、

法
に
封
し
て
自
己
の
優
位
性
を
積
極
的
・
實
践
的
に
主
張
し
、
、
貴
族
的
権
力
を
牧
奪
し
て
、
彼
等
の
生
命
及
び
財
産
す
ら
も
主
穗
者
の
自
由
な
意

　
　
　
　
一
九
世
紹
初
頭
の
ロ
シ
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の
政
治
瓶
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
（
二
九
九
）



　
　
　
　
一
九
健
綿
初
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（
三
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〇
）

志
決
定
に
委
ね
さ
せ
た
。
た
と
え
て
い
え
ば
皇
帝
を
頂
勲
と
す
る
三
角
堆
の
底
面
が
極
小
化
し
て
い
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
い
か
な
る

事
態
が
生
起
し
た
か
は
詳
述
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
三
角
堆
の
容
積
を
攣
え
ず
に
そ
の
底
面
を
極
小
化
す
れ
ば
、
底
面
の
極
小
化
は
必
然
的
に

高
さ
の
極
大
化
を
要
求
し
、
三
角
堆
自
髄
の
不
安
定
化
を
招
く
。
そ
れ
故
三
角
堆
の
安
定
性
を
同
復
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
高
さ
の
極
小
化
、

い
い
か
え
る
と
底
面
の
極
大
化
が
要
求
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
る
が
、
こ
の
法
則
は
、
パ
ー
ヴ
ェ
ル
を
頂
黙
と
し
貴
族
を
基
底

と
し
た
支
配
椹
力
構
造
に
お
い
て
も
全
く
同
様
に
作
用
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
君
主
紳
槽
論
的
な
立
場
を
固
守
し
た
パ
ー
ヴ
ェ
ル
に
よ
る
王
椹
の

絶
封
化
が
、
櫨
力
の
核
心
か
ら
貴
族
を
疎
遠
・
遊
離
さ
せ
、
椹
力
基
盤
を
縮
小
化
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
支
配
髄
制
の
弱
髄
・
不
安
定
化
を
招
來
し

た
た
め
に
、
貴
族
の
側
か
ら
階
級
的
利
盆
を
防
衛
し
支
配
髄
制
の
安
定
性
を
同
復
し
よ
う
と
す
る
反
作
用
が
生
起
し
た
。
と
こ
ろ
が
貴
族
の
反
パ

ー
ヴ
ろ
ル
的
抵
抗
は
王
模
の
恣
意
的
な
絶
勤
化
に
伴
5
い
わ
ば
必
然
的
な
反
作
用
と
し
て
生
れ
た
が
、
王
穂
と
の
緊
密
・
提
携
化
、
し
た
が
つ
て

貴
族
的
特
穫
の
全
面
的
同
復
と
い
う
方
向
に
志
向
し
た
そ
の
反
作
用
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
つ
て
廣
範
な
組
織
的
抵
抗
へ
と
成
長
・
稜
展

し
で
い
な
い
。
す
な
わ
ち
統
治
機
構
の
人
的
魍
成
が
特
定
の
身
分
・
貴
族
に
全
く
依
存
し
て
い
た
結
果
、
貴
族
は
そ
の
す
ぐ
れ
た
階
級
的
濁
手
を

皇
帝
政
府
の
内
部
に
置
き
得
た
こ
と
、
し
か
も
叉
こ
の
階
級
的
鰯
手
す
な
わ
ち
官
僚
鼓
び
に
士
官
の
統
轄
者
で
あ
る
パ
ー
ヴ
ェ
ル
の
存
在
そ
の
も

の
が
、
彼
等
に
と
り
不
安
と
恐
怖
の
根
源
で
し
か
な
か
つ
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
貴
族
階
級
の
反
パ
！
ヴ
ェ
ル
的
抵
抗
は
廣
範
な
階
級
的
組
織
を
必

要
と
せ
ず
に
そ
の
目
的
を
達
し
得
た
の
で
あ
つ
た
。
政
府
及
び
軍
隊
内
部
の
積
極
的
な
反
パ
ー
ヴ
ェ
ル
分
子
の
、
「
卵
僥
（
苺
畠
差
角
）
は
卵
を
割

　
　
　
　
　
　
　
　
（
膨
）

ら
な
け
れ
ば
で
き
な
い
」
と
い
つ
た
必
然
性
の
自
毘
が
、
た
と
え
貴
族
的
階
級
意
識
に
よ
つ
て
支
え
ら
れ
た
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
叉
そ
れ
よ
り
以

　
り上

に
職
業
官
僚
的
保
身
の
必
要
か
ら
生
ま
れ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
と
は
關
わ
り
な
く
、
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
一
世
政
府
の
成
立
は
、
王
権
の
パ
ー
ヴ
ェ

ル
的
絶
鍬
化
が
必
然
的
に
呼
起
し
た
貴
族
の
階
級
的
要
講
に
よ
つ
て
決
定
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
直
接
的
に
は
官
僚
及
び
士
官
が
、
決
定
的
に
は
貴
族
の
階
級
的
抵
抗
が
パ
ー
ヴ
ェ
ル
政
穫
を
否
定
し
て
い
る
の
で
、
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
一

世
政
府
は
官
僚
拉
び
に
士
官
の
身
分
乃
至
地
位
を
保
誰
し
て
、
彼
等
の
信
頼
と
彼
等
へ
の
統
率
力
を
同
復
す
る
と
共
に
、
貴
族
的
要
講
の
全
面
的



詐
容
を
緊
急
且
つ
不
可
避
の
課
題
と
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
か
つ
た
。
そ
し
て
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
政
穫
成
立
直
後
の
新
政
策
は
、
基
本
的
課
題
が
政

府
人
事
の
合
理
的
な
管
理
、
就
中
貴
族
的
特
椹
の
無
條
件
的
な
同
復
で
あ
つ
た
こ
と
を
的
確
に
物
語
つ
て
い
る
。
例
え
ば
三
月
一
三
日
、
ア
レ
キ

サ
ソ
ド
ル
は
軍
事
参
議
會
（
切
8
轟
塁
蓉
自
湾
塁
）
へ
の
勅
令
（
鴇
琶
に
よ
つ
て
、
「
軍
事
裁
到
所
の
到
決
に
よ
つ
て
除
名
さ
れ
た
、
乃
至
は
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

到
に
よ
ら
ず
し
て
除
名
さ
れ
た
將
官
・
佐
官
及
び
尉
官
を
す
べ
て
退
職
し
た
も
の
」
と
し
、
つ
い
で
三
月
一
五
日
に
こ
の
勅
令
の
原
則
を
撞
大
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
π
）

せ
、
文
官
に
も
適
用
さ
せ
た
。
叉
三
月
一
五
日
に
は
元
老
院
（
ぎ
爵
§
雪
轟
。
。
旨
飼
量
瞥
8
塁
↓
）
に
勅
令
を
與
え
て
秘
密
懲
罰
隊
（
↓
麟
董
雷
輿
窪
串

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑱
）

差
窒
）
の
解
散
と
そ
の
犠
牲
者
の
帥
時
解
放
を
命
令
し
、
詔
勅
を
も
つ
て
海
外
亡
命
者
の
瞬
國
を
許
し
、
貴
族
の
自
治
椹
（
誉
o
窒
暮
§
蹄
睾
8
ε

を
復
活
す
る
と
共
に
、
四
月
二
日
に
は
元
老
院
の
総
會
を
司
宰
し
て
、
貴
族
的
特
櫨
の
全
面
的
同
復
を
決
定
づ
け
た
「
貴
族
特
詐
状
の
復
活
に
關

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

す
る
詔
勅
」
（
ま
餌
讐
書
8
0
8
弩
轟
8
き
葭
胃
蓄
き
器
塁
息
富
ε
轟
自
昌
『
窟
器
琵
）
を
公
け
に
し
て
い
る
。
か
く
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
は
、
　
「
我

が
忠
誠
に
し
て
愛
す
べ
き
臣
下
で
あ
る
貴
族
の
功
績
、
鼓
び
に
皇
帝
に
寄
せ
た
彼
等
の
熱
意
と
專
心
と
不
攣
の
信
頼
と
を
心
に
と
ど
め
て
、
彼
等

　
　
　
　
　
（
⑳
）

に
留
意
す
べ
し
」
と
い
う
エ
カ
テ
リ
ナ
女
帝
の
遺
訓
を
極
め
て
忠
實
に
實
践
し
、
叉
そ
の
當
然
の
結
果
と
し
て
、
官
僚
特
に
貴
族
贋
に
印
し
づ
け

ら
れ
た
暴
君
パ
ー
ヴ
ェ
ル
の
痕
跡
が
可
及
的
速
か
に
除
去
さ
れ
て
い
つ
た
。
し
か
し
な
が
ら
新
政
府
の
當
面
し
た
基
本
的
な
課
題
は
、
し
か
く
簡

軍
に
解
決
し
審
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
つ
た
。

す
な
わ
ち
「
法
と
…
勇
テ
リ
ナ
委
帝
陛
下
の
精
紳
驚
と
づ
ミ
禦
委
ね
給
晃
人
民
を
統
治
す
べ
義
響
書
覚
し
た
新
政
府

の
街
　
　
一
義
的
政
策
は
、
貴
族
的
特
権
の
無
條
件
的
同
復
と
い
う
基
本
的
な
課
題
を
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
一
慮
解
決
し
た
も
の
の
、
そ
の
結
果

新
政
権
の
安
定
性
を
保
護
す
る
に
十
分
な
妥
當
性
が
、
廣
く
諸
階
級
の
内
に
、
叉
將
來
に
向
つ
て
培
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
つ
た
。
成
程
、
槽
力

基
盤
の
確
保
と
い
う
黙
か
ら
す
る
と
、
貴
族
的
要
求
の
全
面
的
許
容
は
新
政
府
の
當
面
し
た
緊
急
且
つ
不
可
避
的
な
、
し
か
し
必
要
最
小
限
度
の

課
題
で
あ
つ
た
。
叉
そ
の
解
決
策
と
し
て
エ
カ
テ
リ
ナ
ニ
世
の
精
紳
を
想
起
し
、
一
七
七
〇
、
八
○
年
代
の
髄
制
を
た
だ
機
械
的
に
再
現
し
た
こ

と
も
、
當
時
の
非
常
事
態
下
に
あ
つ
て
は
巳
む
を
得
な
い
む
し
ろ
適
當
な
塵
置
で
あ
つ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
た
と
え
間
題
を
残
し

　
　
　
　
一
九
世
紀
初
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ロ
シ
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政
治
歌
況
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た
に
せ
よ
、
皇
帝
と
貴
族
間
の
間
隙
を
充
填
し
、
雨
者
の
背
離
を
解
消
し
て
、
王
構
を
そ
の
本
來
的
な
階
級
的
基
盤
に
一
慮
結
び
つ
け
得
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
爾
者
の
そ
う
し
た
緊
密
化
は
基
盤
的
肚
會
の
攣
化
乃
至
嚢
展
の
犠
牲
に
お
い
て
果
さ
れ
た
。
か
く
基
盤
的
融
禽
の

嚢
展
に
封
す
る
慣
重
な
配
慮
を
歓
い
た
が
た
め
に
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
は
基
盤
的
肚
會
の
歴
史
性
を
考
慮
し
、
そ
の
結
論
を
早
急
に
政
策
化
し
、

立
法
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
つ
た
。
エ
カ
テ
リ
ナ
ニ
世
の
精
紳
の
無
批
到
的
な
實
践
は
、
皇
帝
封
貴
族
爾
者
の
政
治
的
な
關
係
が
、
基

盤
的
批
禽
の
襲
展
に
封
慮
し
た
方
向
に
再
調
整
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
皇
帝
と
貴
族
と
を
雨
極
と
し
た
力
關
係
の

再
調
整
と
い
う
改
め
て
提
起
さ
れ
た
こ
の
課
題
は
、
新
政
府
が
王
椹
の
安
當
性
培
養
を
積
極
的
・
合
理
的
に
押
進
め
よ
5
と
す
る
か
ぎ
り
、
叉
し

て
も
不
可
避
的
に
出
會
う
問
題
ー
非
貴
族
的
諸
身
分
の
新
政
府
へ
の
期
待
に
鉗
し
て
い
か
に
答
え
る
か
と
い
う
後
述
の
課
題
と
も
、
分
ち
難
く

結
ぴ
つ
い
て
い
た
。
何
故
な
ら
ぱ
封
貴
族
關
係
再
調
整
の
必
要
性
は
、
基
盤
的
砒
會
の
襲
展
に
照
慮
し
た
非
貴
族
的
諸
階
級
の
占
め
る
政
治
的
境

位
の
攣
化
に
起
因
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
パ
ー
ヴ
山
ル
は
心
理
的
に
異
常
者
で
あ
つ
た
と
一
般
に
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
オ
：
ス
ト
リ
ヤ
の
提
唱
に
ょ
り
、
イ
タ
リ
ヤ
，

フ
ラ
ソ
ス
に
當
蒔
ロ
シ
ヤ
の
最
も
有
能
な
ス
ヴ
ー
ロ
フ
マ
∩
国
8
8
元
帥
を
派
遣
し
て
、
積
極
的
に
封
フ
ラ
ソ
ス
職
に
参
加
し
た
に
も
か
か
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
毘
）

ら
ず
、
パ
ー
ヴ
ェ
ル
は
突
然
一
轄
し
て
フ
ラ
ソ
ス
と
友
好
を
結
び
、
ナ
ポ
レ
オ
ソ
の
提
案
を
無
條
件
に
入
れ
、
「
遠
征
の
報
酬
と
し
て
イ
ソ
ド
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

富
の
す
ぺ
て
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
ょ
う
」
こ
と
を
期
待
し
て
、
一
八
〇
一
年
一
月
、
地
圖
の
用
意
す
ら
な
い
ド
ソ
・
コ
サ
ッ
ク
軍
團
に
進
撃

を
命
じ
、
國
境
に
達
す
る
以
前
の
沙
漢
地
精
で
こ
の
軍
團
を
行
動
不
能
の
潰
滅
撒
態
に
陥
ら
せ
て
い
る
。
無
論
、
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
即
位
直
後
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脳
）

こ
の
軍
團
は
救
濟
さ
れ
た
が
、
例
え
ば
こ
の
イ
ソ
ド
遠
征
を
心
理
的
異
常
者
の
暴
企
と
看
徹
す
こ
と
も
叉
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
不
安
な
政
情

を
誘
致
し
た
諸
政
策
が
、
い
か
に
パ
ー
ヴ
ェ
ル
の
病
的
に
異
常
な
個
性
に
負
つ
て
い
た
か
の
検
討
を
こ
こ
で
は
必
要
と
し
な
い
。
む
し
ろ
注
目
す

べ
き
黙
は
、
フ
ラ
ソ
ス
革
命
に
よ
り
「
全
世
界
は
、
極
度
の
動
揺
が
到
る
と
こ
ろ
で
現
れ
た
程
に
激
し
く
揺
り
動
か
さ
れ
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
は
人
類
の
新
時
代
へ
の
端
緒
が
築
か
れ
た
。
一
七
八
九
年
と
い
う
年
は
こ
こ
数
世
紀
間
の
内
で
最
も
記
念
す
べ
き
時
で
あ
る
。
政
治
思
想
が
か



く
も
急
速
に
、
又
共
鳴
を
得
て
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
傳
播
し
た
時
は
十
字
軍
以
來
未
だ
か
つ
て
な
い
。
一
一
世
紀
に
お
い
て
は
宗
教
的
な
信
念
が
ま

さ
し
く
そ
う
で
あ
つ
た
と
同
様
に
、
一
八
世
紀
末
に
あ
つ
て
は
自
由
が
験
闘
的
な
精
紳
と
な
つ
た
の
で
あ
り
…
…
一
七
八
九
年
は
政
治
的
改
革
の

　
　
　
（
％
）

母
で
あ
る
」
と
す
ら
評
債
し
た
批
會
を
基
盤
と
し
て
、
パ
ー
ヴ
ェ
ル
の
暴
政
・
王
穫
の
恣
意
的
絶
封
化
が
展
開
さ
れ
た
と
い
う
事
實
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
前
記
し
た
事
實
は
、
近
代
自
由
主
義
の
立
場
か
ら
す
る
反
專
制
・
反
封
建
的
な
批
到
と
攻
撃
が
、
ロ
シ
ヤ
肚
會
の
内
部
に
も
既
に
現

れ
て
い
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
も
つ
と
も
そ
の
場
合
反
封
建
的
・
反
身
分
的
な
要
請
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
十
分
な
枇
禽
的
基
盤
を
準
備
せ

ず
、
し
た
が
つ
て
多
分
忙
観
念
的
で
し
か
な
か
つ
た
が
、
パ
ー
ヴ
ェ
ル
的
專
制
は
自
ら
の
階
級
的
基
盤
す
ら
も
恣
意
的
に
破
壊
し
た
た
め
、
個
人

主
義
的
自
由
主
義
に
非
身
分
的
な
普
遍
性
を
與
え
、
そ
れ
を
國
民
的
廣
が
り
を
も
つ
た
反
パ
ー
ヴ
ェ
ル
蓮
動
の
指
導
原
理
た
ら
し
め
た
。
換
言
す

る
と
王
穫
が
貴
族
的
特
椹
を
侵
害
し
、
恣
意
的
に
絶
封
化
し
た
た
め
に
、
自
由
主
義
的
・
反
封
建
的
理
念
は
、
貴
族
す
ら
も
傘
下
に
加
え
た
反
パ

ー
ヴ
ェ
ル
的
抵
抗
の
思
想
的
櫨
貼
を
な
し
つ
つ
表
面
化
し
、
法
の
支
配
と
基
本
的
人
穫
の
保
障
を
彊
く
前
面
に
打
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
勿
論

　
　
　
　
　
　
　
　
り

貴
族
の
肚
會
構
造
上
の
地
位
乃
至
反
封
建
的
階
級
の
未
成
熟
さ
は
、
そ
う
し
た
法
の
支
配
と
人
権
保
障
の
要
求
を
必
然
的
に
限
界
づ
け
、
自
由
主

義
的
要
講
を
宿
命
づ
け
て
い
つ
た
が
、
パ
ー
ヴ
ェ
ル
政
椹
の
否
定
は
特
定
の
身
分
的
限
界
を
越
え
る
國
民
的
不
満
を
一
慮
背
景
と
し
て
お
り
、
し

た
が
つ
て
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
政
槽
は
、
基
盤
的
壮
會
の
表
面
に
押
出
さ
れ
て
い
た
基
本
的
人
櫃
の
定
立
と
法
治
主
義
の
要
求
に
直
面
す
る
こ
と
と

な
つ
た
。
そ
れ
故
に
傳
統
的
・
情
緒
的
手
段
に
訴
え
る
か
、
そ
れ
と
も
報
酬
の
提
供
・
論
得
と
い
つ
た
合
理
的
な
方
法
に
ょ
る
か
は
い
ず
れ
に
し

て
も
、
椹
力
行
使
を
経
濟
化
し
つ
つ
李
和
裡
に
新
政
構
の
姜
當
性
を
培
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
に
と
つ
て
、
第
一
義
的
な
重
要
性
と
緊

急
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
見
地
か
ら
、
直
ち
に
、
自
由
主
義
的
な
い
わ
ば
市
民
社
禽
的
な
期
待
を
無
覗
・
獣
殺
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
は

ず
は
な
か
つ
た
。
第
一
義
的
な
重
要
性
と
緊
急
性
を
備
え
た
課
題
が
貴
族
的
特
権
の
同
復
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
明

白
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
す
な
わ
ち
貴
族
的
特
槽
の
保
謹
乃
至
尊
重
と
全
く
同
義
的
で
し
か
な
い
法
の
支
配
と
人
櫨
保

障
に
終
始
す
る
こ
と
は
、
自
己
の
客
観
的
な
存
在
理
由
を
積
極
的
且
つ
合
理
的
に
基
礎
づ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
に
と
っ
望
、
決
し
て

　
　
　
　
一
九
世
紀
初
頭
の
ロ
シ
ヤ
の
政
治
駅
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
　
（
三
〇
三
）



　
　
　
　
一
九
世
紀
初
頭
の
ロ
シ
ヤ
の
政
治
伏
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
　
　
（
三
〇
四
）

賢
明
な
方
針
で
あ
り
得
よ
う
わ
け
は
な
か
つ
た
。
彼
は
貴
族
的
特
穫
の
同
復
と
李
行
さ
せ
て
つ
ぎ
の
よ
う
な
諸
政
策
を
探
用
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

　
例
え
ば
三
月
一
四
日
に
政
府
は
轍
出
制
限
を
撤
同
し
、
叉
輸
入
に
つ
い
て
も
同
様
の
塵
置
を
と
つ
て
通
商
の
自
由
を
同
復
し
（
三
月
一
七
日
）
、

三
旦
三
日
に
は
一
八
O
O
年
四
月
パ
ー
ヴ
ェ
ル
が
全
面
的
に
禁
止
し
た
外
國
書
籍
の
輸
入
禁
止
令
を
解
き
、
一
八
O
O
年
六
月
の
勅
令
で
閉
鎖

さ
れ
て
い
た
印
刷
所
を
公
開
し
、
出
版
の
自
由
を
保
障
し
た
。
さ
ら
に
政
府
は
パ
ー
レ
ソ
を
通
し
て
警
察
官
の
越
槽
逸
脆
を
戒
め
（
三
月
一
九
日
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
留
）

ロ
シ
ヤ
國
内
の
通
行
の
自
由
を
認
め
（
三
月
三
百
）
、
地
主
領
農
民
の
費
買
に
あ
る
種
の
制
約
を
加
え
、
叉
土
地
所
有
の
自
由
を
非
貴
族
的
身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盤
）

に
も
許
容
し
て
い
る
（
二
一
月
一
日
）
。
も
つ
と
も
こ
れ
ら
の
諸
政
策
は
必
ず
し
も
非
貴
族
的
階
級
の
み
を
鋤
象
と
し
た
政
策
で
は
な
い
が
、
基
盤

的
杜
禽
の
饗
展
に
封
感
す
べ
く
椹
力
行
使
を
自
ら
限
界
づ
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
王
槽
の
安
當
性
を
合
理
的
に
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
政
府
の
積

極
的
な
意
欲
を
そ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
は
い
え
、
新
政
策
は
い
ず
れ
も
便
宜
的
・
断
片
的
で
あ
り
一
貫
性
を
獣
い
た
。
そ
れ
に
よ

っ
て
自
由
な
非
政
治
的
領
域
が
合
目
的
に
設
定
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。
市
民
壮
會
的
要
求
に
封
す
る
政
府
の
解
答
は
部
分
的
・
鍍
行
的
で
あ
り

た
。
し
た
が
つ
て
近
代
市
民
的
要
求
に
耳
を
傾
け
つ
つ
そ
の
延
長
線
上
に
お
い
て
、
王
穫
の
妥
當
性
を
合
目
的
に
培
養
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

政
府
は
「
基
本
的
人
権
と
い
う
も
の
が
決
し
て
室
し
い
幻
想
で
な
い
こ
と
」
を
、
立
法
政
策
的
に
實
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
任
を
負
う
こ
と

と
な
つ
た
。
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
は
基
本
的
人
穫
の
定
立
、
す
な
わ
ち
國
家
穫
力
の
及
び
得
る
範
園
の
自
己
限
定
と
い
う
課
題
に
出
禽
つ
た
わ
け
で

あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
他
人
の
椹
利
を
侵
害
し
な
い
範
園
内
で
の
無
條
件
的
な
自
由
を
保
障
す
る
人
権
の
確
立
を
、
政
府
の
直
面
し
た
基
本
的
課

（
融
o
）
　
“

題
」
の
一
つ
に
激
え
る
こ
と
は
、
決
し
て
輩
純
・
李
易
な
問
題
で
あ
り
得
よ
う
は
ず
は
な
か
つ
た
。
王
権
の
決
定
的
な
階
級
的
基
盤
が
依
然
と
し

て貴

族
階
級
で
あ
る
以
上
、
基
本
的
人
穫
を
そ
の
理
想
的
な
形
態
に
お
い
て
定
立
す
る
こ
と
、
乃
至
は
既
存
の
封
建
的
諸
特
槽
と
全
く
無
關
係
に

定
立
す
る
こ
と
は
、
間
題
の
性
質
上
明
ら
か
に
不
可
能
で
あ
る
。
か
く
し
て
基
本
的
人
構
の
定
立
と
い
う
問
題
は
、
既
述
し
た
皇
帝
封
貴
族
關
係

の
再
調
整
と
い
う
間
題
を
自
己
の
一
部
と
し
て
内
包
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
叉
そ
の
結
果
政
府
に
封
す
る
二
重
の
課
題
的
性
格
を
提
示
す
る
こ
と



と
な
つ
た
。
基
盤
的
肚
會
の
焚
展
は
、
主
穫
の
安
定
性
同
復
・
國
家
椹
力
の
妥
當
性
培
養
を
積
極
的
に
宿
命
づ
け
ら
れ
た
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
一
世

政
府
に
、
基
本
的
人
権
の
定
立
・
國
家
権
力
と
國
民
と
の
椹
力
關
係
を
規
定
す
べ
き
法
規
範
の
定
立
を
、
基
本
的
な
課
題
と
し
て
提
起
し
、
そ
の

解
決
を
せ
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
権
力
關
係
は
、
そ
れ
を
現
實
に
規
定
す
る
政
治
機
能
の
媒
介
禮
で
あ
る
統
治
機
構
と
相
關
的
な
關
係
を

も
つ
。
パ
！
ヴ
ェ
ル
的
構
力
關
係
に
封
す
る
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
の
反
省
が
、
パ
ー
ヴ
ェ
ル
的
統
治
機
構
を
全
く
無
關
係
の
ま
ま
に
放
置
す
る
は
ず

は
な
い
。
し
た
が
つ
て
統
治
機
構
に
燭
れ
て
み
よ
う
。
’

　
パ
ー
ヴ
ェ
ル
の
恣
意
性
は
、
人
事
行
政
の
分
野
で
著
し
く
露
呈
さ
れ
た
ぽ
か
り
で
な
く
、
「
專
制
君
主
（
。
窪
呂
魯
蓄
田
惑
3
。
旨
巷
ぴ
）
は
、
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
雛
）

の
穫
力
を
小
数
の
選
任
者
の
手
に
合
理
的
に
分
割
す
を
場
合
に
の
み
、
王
権
を
効
果
的
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
原
則
の
歪
曲
と
、

時
代
逓
れ
の
合
議
制
（
ぎ
自
零
き
自
臣
雷
畠
自
φ
臣
）
の
復
活
を
要
求
し
、
そ
の
結
果
機
構
的
な
無
秩
序
と
機
能
上
の
混
飢
と
が
引
起
こ
さ
れ
て
い

博
し
羨
つ
て
護
府
饒
に
そ
の
竪
の
籍
に
お
い
て
「
蔑
の
無
繋
な
統
纏
讐
艶
」
を
庭
吉
妻
ず
痛
暦
て
お
久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
現
）

例
え
ば
一
八
〇
一
年
三
月
二
六
日
、
　
「
こ
れ
ま
で
肚
會
間
題
に
つ
い
て
な
ん
ら
顯
著
な
活
動
も
な
さ
ず
、
名
目
上
の
制
度
に
す
ぎ
な
い
」
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

理
由
と
し
て
宮
廷
會
議
（
O
o
沼
コ
喜
0
8
α
窪
3
昌
岩
冨
）
を
慶
止
し
、
代
り
に
終
身
會
議
（
＝
。
暑
豊
窪
墨
。
畠
3
を
設
置
し
て
い
る
。
叉
四

月
二
三
日
に
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
は
ス
ト
ロ
ガ
ノ
フ
P
∩
↓
℃
9
0
議
O
切
、
　
ク
チ
ュ
ベ
イ
切
。
宍
O
‘
く
O
急
、
　
ツ
ァ
ル
ト
リ
ジ
ス
キ
イ
＞
。
エ
ロ
マ

↓
O
℃
嵩
萸
突
国
母
、
ノ
ヴ
ォ
シ
リ
ツ
ォ
フ
エ
●
工
8
0
畠
き
戸
8
か
ら
成
る
非
公
式
委
員
禽
（
＝
①
『
琵
畠
墨
ぎ
冨
胃
9
0
0
且
獄
含
器
一
評
要
匡
帥
o
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訪
V

を
設
け
て
、
機
構
改
革
を
主
題
的
議
題
と
す
る
と
共
に
、
一
八
〇
二
年
九
月
八
日
「
法
に
も
と
づ
く
公
正
な
裁
到
と
そ
の
執
行
に
つ
い
て
の
最
高

　
　
蕊
）

の
地
位
」
を
元
老
院
に
與
え
、
且
つ
「
元
老
院
の
訓
令
（
旨
琶
は
勅
令
と
同
一
の
効
力
を
有
し
…
…
皇
帝
の
権
力
を
も
つ
て
し
か
制
約
さ
れ
得

　
（
銘
）

な
い
」
も
の
と
規
定
し
た
。
さ
ら
に
又
政
府
は
個
人
責
任
制
（
摯
畠
8
憲
轟
き
）
の
原
則
を
復
活
し
、
　
一
八
〇
二
年
九
月
八
日
の
「
省
設
置
に

關
す
る
詔
勅
」
（
ま
暫
震
曾
身
＆
望
壱
。
蒼
艶
塁
蓑
塁
8
魯
8
邑
に
よ
つ
て
陸
軍
・
海
軍
・
外
務
・
内
務
・
司
法
・
大
藏
・
通
商
及
び
文
教
の
八
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
39
）

を
創
設
し
、
八
名
の
各
省
大
臣
を
任
命
し
て
、
行
政
機
能
の
統
一
強
化
を
謀
つ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
前
記
の
諸
改
革
は
、
い
ず
れ
も
部
分
的

　
　
　
　
一
九
世
紐
初
頭
の
ロ
シ
ヤ
の
政
治
状
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
　
（
三
〇
匠
）



　
　
　
　
一
九
世
紀
初
頭
の
ロ
シ
ヤ
の
政
治
歌
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
　
（
三
〇
六
）

．
形
式
的
で
し
か
な
か
つ
た
た
め
豫
期
の
成
果
を
學
げ
得
な
か
つ
た
ば
か
り
で
な
く
、
逆
に
機
能
的
な
相
互
關
係
の
錯
綜
複
雑
化
と
新
た
な
機
構

　
　
　
　
　
　
　
（
ω
）

上
の
混
飢
を
呼
起
し
、
絡
身
會
議
・
元
老
院
及
び
行
政
各
省
な
ど
の
中
橿
的
諸
機
關
に
秩
序
と
統
一
性
を
與
え
る
べ
き
綜
合
的
な
改
革
の
必
要
性

を
釜
々
高
め
さ
せ
た
。
す
な
わ
ち
機
構
の
改
革
問
題
は
依
然
と
し
て
未
解
決
の
、
し
た
が
つ
て
解
決
を
差
迫
ら
れ
た
課
題
と
な
つ
て
い
た
わ
け
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

あ
る
。
例
え
ば
一
八
〇
四
年
司
法
大
臣
ロ
：
プ
ヒ
ソ
＝
●
』
9
冤
×
臣
に
憲
法
草
案
の
起
草
を
命
じ
、
あ
る
い
は
一
八
〇
六
年
、
大
統
領
ジ
ェ
フ

ア
ー
ソ
ソ
に
親
書
を
逡
り
、
ア
メ
リ
ヵ
合
衆
國
の
統
治
機
構
を
研
究
す
る
な
ど
し
て
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
は
、
機
構
の
綜
合
的
な
改
革
を
果
す
べ
く

機
構
に
關
す
る
髄
系
的
な
法
規
範
の
定
立
に
苦
慮
し
て
い
る
。

　
以
上
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
一
世
政
府
の
成
立
を
通
し
て
、
こ
の
政
府
が
、
椹
力
關
係
を
直
接
的
並
び
に
間
接
的
に
規
定
す
る
法
規
範
の
定
立
を
飴

儀
な
く
さ
れ
る
に
至
つ
た
経
過
を
指
摘
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
王
構
の
恣
意
的
な
絶
封
化
を
暴
力
的
に
否
定
し
た
貴
族
の
階
級
的
意
志
に
よ
つ

て
、
成
立
し
た
と
こ
ろ
の
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
一
世
政
府
は
、
王
構
の
恣
意
的
な
絶
封
化
に
伴
つ
て
露
呈
し
表
面
化
し
た
所
與
の
封
建
的
な
槽
力
關

係
の
饅
制
的
危
機
を
、
近
代
的
・
合
理
的
な
方
向
に
お
い
て
超
克
し
つ
つ
王
権
の
客
観
的
な
保
護
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
権
力
關
係
を

規
定
す
る
法
規
範
の
定
立
・
い
わ
ば
憲
法
間
題
を
不
可
避
的
な
基
本
的
課
題
と
し
て
受
取
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
憲
法
間
題

の
解
決
は
多
く
の
時
問
を
必
要
と
し
た
。
間
題
自
龍
の
困
難
さ
に
よ
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
八
〇
五
年
の
第
三
次
封
フ
ラ
ソ
ス
大
同
盟
の
締
結
に

始
ま
る
國
際
關
係
の
攣
化
が
、
國
内
間
題
に
專
心
し
得
る
十
分
な
籐
裕
を
追
い
や
つ
て
し
ま
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
一
八
〇
七
年
チ
ル
ヂ
ッ

ト
講
和
の
成
立
は
再
び
國
内
改
革
・
憲
法
間
題
と
取
組
み
得
る
十
分
な
機
禽
を
提
供
し
た
。
訳
章
の
ス
ペ
ラ
ン
ス
キ
イ
憲
法
革
案
は
、
そ
こ
に
お

い
て
な
さ
れ
た
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
一
世
政
府
の
基
本
的
課
題
に
封
す
る
一
つ
の
解
答
で
あ
つ
た
。

（
1
）
　
ト
ゥ
ロ
シ
チ
ソ
ス
キ
イ
起
草
の
「
皇
帝
ア
い
キ
サ
ソ
ド
ル
一
世
の
即
位
に
關
す
る
詔
勅
」
（
E
§
呂
o
掌
ユ
●
民
こ
＝
＝
房
℃
角
♂
℃
）
溜
蓉
轟
員
℃
房
℃
切
寓
ぎ

　⑦『

O
※
寓
ω
＝
ぴ
属
旨
山
℃
Ω
田
O
翻
自
属
属
①
｝
一
〇
〇
牌
唱
q
O
罵
昌
｝
Ω
弓
●
α
）
の
一
節
。

（
2
）
　
宮
廷
革
命
智
名
5
浮
轟
器
箸
脚
ε
9
と
い
う
表
現
が
果
し
て
妥
當
で
あ
る
か
否
か
は
と
も
か
く
（
■
器
皿
毛
o
詳
匡
●
蝉
m
5
降
国
四
覧
露
噛
》
‘



　
財
O
妻
段
輿
ロ
画
OO
O
鼠
9
ざ
お
8
”
づ
弓
●
唱
？
O
o
）
、
　
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
の
死
後
か
ら
エ
カ
テ
リ
ナ
ニ
世
の
帥
位
に
至
る
三
七
年
問
に
王
位
継
承
を
め
ぐ
る
所
謂

　
宮
廷
革
命
が
五
同
飽
起
し
て
お
り
、
エ
カ
テ
リ
ナ
ニ
世
も
、
一
部
の
貴
族
勢
力
を
利
用
し
て
一
七
六
二
年
六
月
に
プ
ロ
シ
ャ
の
心
酔
者
ピ
ョ
ー
ト
ル
三
世
の
犠

　
牲
に
お
い
て
王
位
を
獲
得
し
た
。
　
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
ス
自
δ
器
9
葦
評
頃
昌
閑
望
窮
℃
蜜
9
ぎ
陣
＝
自
o
寒
ぎ
這
巽
噂
3
罵
一
～
Ω
弓
・
璃
O
以
下
滲
照
。

（
3
）
　
自
己
の
後
維
者
を
自
由
に
指
名
し
得
る
権
利
を
皇
帝
に
留
保
し
た
一
七
二
二
年
の
王
位
継
承
法
に
よ
つ
て
、
エ
カ
テ
リ
ナ
ニ
世
は
そ
の
子
パ
ー
ヴ
ニ
ル
の

　
長
子
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
に
王
穫
を
委
ね
よ
う
と
し
た
が
、
女
帝
の
急
死
が
そ
の
手
績
の
完
了
を
妨
げ
た
た
め
に
、
パ
ー
ヴ
畠
ル
が
自
動
的
に
王
位
を
縫
承
す
る

　
こ
と
と
な
つ
た
事
實
は
廣
く
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ぱ
閃
o
欝
『
3
閑
こ
国
窪
ぴ
o
伊
2
・
聲
“
切
骨
犀
o
詳
り
O
こ
関
錫
器
貯
・
賄
嚇
9
β
昏
Φ
〈
9
0
門
程
，

　
魅
費
屋
言
窪
Φ
切
o
冒
げ
o
証
臣
始
一
旨
o
o
リ
リ
思
ド
器
。
。
な
お
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
の
即
位
は
一
七
九
七
年
パ
ー
ヴ
呂
ル
一
世
の
制
定
し
た
長
子
維
承
を
原
則

　
と
す
る
王
位
継
承
法
に
よ
つ
た
。

（
4
）
娼
霞
0
3
φ
｝
＞
臼
ロ
ε
昌
o
臨
函
肇
凶
9
お
紹
矯
り
●
器
一
●

（
5
）
　
例
え
ぱ
一
．
八
0
0
年
匠
月
、
二
等
大
尉
キ
ー
ル
ピ
チ
昌
＃
フ
菖
昌
岳
羨
8
は
故
な
く
官
等
並
び
に
貴
族
の
稻
號
を
奪
わ
れ
、
絡
身
兵
卒
に
お
と
さ

　
れ
る
と
共
に
一
、
O
O
O
名
の
兵
士
か
も
成
る
列
間
答
刑
に
虎
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
　
カ
ラ
ム
ジ
ソ
＝
・
民
角
b
角
竃
ω
冒
属
の
手
記
（
一
目
晟
』
び
涌
①
掌
《
民
画
望
O
O
4
4
嶋
O
＝
一
℃
Q
『
弓
●
巴
㎝
）
。

（
7
）
　
三
月
一
一
日
夜
の
陰
諜
團
の
行
動
は
サ
ブ
ル
コ
フ
諾
●
O
角
曾
『
ぎ
弱
の
手
記
（
図
唱
⑦
臼
O
言
胃
思
国
＝
O
ぎ
3
℃
晟
国
O
O
O
汐
お
駅
騨
3
冨
目
｝
9
P
器
o
o

　
畳
o
ゆ
㎝
群
）
に
詳
し
い
o

（
8
）
　
一
ヒ
髭
自
ぴ
員
o
掌
望
民
器
の
o
o
野
り
岨
o
観
昌
”
Q
弓
．
野

（
9
）
　
シ
シ
コ
フ
ン
目
ぼ
巨
ぎ
切
は
さ
ら
に
「
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
即
位
の
報
知
に
、
心
あ
る
ロ
シ
ヤ
人
の
す
ぺ
て
国
臼
罵
属
9
箇
員
毘
b
8
畠
識
が
喜
び
に
お

　
の
の
い
た
」
（
目
国
自
ぴ
均
①
ゑ
↓
牒
蜜
美
9
↓
O
属
昌
讐
身
層
司
）
と
も
傳
え
て
い
る
。

〈
1
0
）
目
§
彊
8
噛
↓
婁
蓄
』
皇
戸
身
P
ド

（
n
）
　
二
鯨
自
び
月
o
季
窃
翼
o
『
唱
角
号
国
頴
鵠
＝
目
⑦
b
鶏
o
唱
働
）
纈
①
蓉
薗
属
営
b
o
一
℃
一
馨
舶
Q
弓
●
一
①
鱒

（
12
）
　
一
八
〇
一
年
四
月
七
日
ザ
ヴ
ァ
ド
フ
ス
キ
イ
ω
o。
臣
岩
零
蚕
邸
伯
爵
が
ヴ
ォ
・
ン
ツ
ォ
フ
）
。
窃
ε
o
貰
雷
伯
爵
に
宛
て
た
書
簡
（
∈
垂
呂
o
噂
｝
気
歪
ω
・

　
O
O
‘
こ
司
O
竃
一
ど
Q
も
●
δ
の
一
節
。

（
B
）
　
シ
シ
コ
フ
の
手
記
（
目
鵠
』
び
泪
①
》
↓
山
＝
莱
9
↓
O
属
目
噂
8
亨
“
）
。

（
孤
）
　
一
七
六
二
年
二
月
の
ピ
ョ
ー
ト
ル
三
世
の
「
全
ロ
シ
ヤ
の
貴
族
階
級
へ
の
自
由
下
賜
に
關
す
る
詔
勅
」
　
三
壁
国
号
o
曾
O
智
b
8
轟
国
甥
零
き
属
o
q
寓
髭

　
8
a
o
崔
補
ロ
8
護
侵
宕
8
慧
窯
o
諺
鴫
富
8
轟
自
昌
（
図
属
o
冤
魯
慧
陶
5
調
q
ε
§
O
O
O
ラ
8
試
員
9
サ
一
9
）
に
よ
つ
て
、
そ
れ
ま
で
貴
族
に
義
務

　
　
　
一
九
世
紀
初
頭
の
ロ
シ
ヤ
の
政
治
歌
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
　
　
　
（
三
〇
七
）



一
九
世
紀
初
頭
の
ロ
シ
ャ
の
政
治
瓶
況

四
八

（
三
〇
八
）

　
づ
け
ら
れ
て
い
た
丈
官
的
乃
至
武
官
的
奉
仕
義
務
か
ら
全
く
解
放
さ
れ
た
結
果
、
貴
族
は
そ
の
領
有
地
に
居
佳
し
て
地
主
的
終
替
に
專
心
し
得
る
よ
う
に
な

　
り
、
そ
の
た
め
貴
族
の
地
主
的
性
格
が
一
段
と
強
化
さ
れ
て
い
つ
た
。
無
論
こ
の
こ
と
は
領
有
地
農
民
の
生
活
欺
態
を
悪
化
さ
せ
、
解
放
に
封
す
る
領
有
地
農

　
民
の
希
望
を
打
ち
く
だ
き
、
反
地
主
的
農
民
運
動
・
騒
擾
を
誘
焚
激
化
さ
せ
て
い
る
。

（
拓
）
　
図
窟
身
9
β
遵
論
召
智
8
0
唱
蔑
凝
O
∩
O
調
3
霞
据
”
R
亨
o
o
紹
・
三
月
一
日
の
夕
刻
、
小
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
夕
食
を
と
つ
た
陰
謀
加
婚
者

　
が
再
び
一
堂
に
禽
し
た
際
、
パ
ー
レ
ソ
は
彼
等
に
封
し
て
「
諸
君
、
卵
焼
は
卵
を
割
ら
な
け
れ
ば
で
ぎ
な
い
こ
と
を
想
起
し
給
え
」
と
語
つ
て
い
る
が
、
卵
僥

　
が
パ
ー
レ
ソ
を
中
心
と
し
た
陰
謀
の
加
指
者
に
と
つ
て
の
み
の
要
求
で
あ
つ
た
に
し
て
も
、
な
お
且
つ
そ
れ
が
貴
族
一
般
の
階
級
的
な
要
求
と
も
な
り
得
さ
せ

　
た
客
観
的
な
必
然
性
に
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鵡
）
　
な
お
こ
の
勅
令
に
よ
つ
て
、
例
え
ぱ
前
記
し
た
キ
ー
ル
ピ
チ
晶
コ
フ
は
四
月
二
三
日
に
貴
族
の
総
號
・
官
等
拉
び
に
勧
等
を
同
復
し
て
い
る
（
E
讐
鋸
o
掌

　
《
民
角
ω
●
8
‘
‘
　
噂
o
観
一
噂
Ω
弓
●
』
o
O
q
）
。

（
質
）
　
ス
ト
ゥ
ル
ザ
ア
ン
O
昌
醤
審
に
よ
る
と
、
三
月
一
三
日
及
び
一
五
日
の
勅
令
に
よ
り
復
職
・
復
梅
し
た
丈
・
武
官
の
総
数
は
一
二
、
0
0
0
名
に
蓮

　
し
た
と
傳
え
ら
れ
る
（
目
国
自
ぴ
員
①
掌
一
．
髄
寓
製
ρ
召
鵠
昌
噛
自
層
一
〇
）
。

（
拐
）
　
こ
の
勅
令
に
よ
8
解
放
者
敷
を
正
確
に
掴
む
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
が
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
要
塞
か
ら
の
解
放
者
を
含
ま
な
い
あ
る
名
簿
に
は
一
五
三
名

　
が
、
又
ト
ゥ
・
シ
チ
ソ
ス
キ
イ
の
手
記
に
は
信
院
・
塞
村
・
僻
地
な
ど
に
拘
禁
・
追
放
さ
れ
た
者
七
〇
〇
名
の
内
の
三
月
一
二
日
ま
で
の
解
放
者
四
八
二
名
が

　
数
え
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
目
毫
呂
魯
旨
睾
蓄
ち
皇
昌
9
マ
一
㎝
）
。

（
四
）
　
こ
の
詔
勅
と
共
に
「
市
制
及
ぴ
市
特
許
状
の
同
復
に
關
す
る
詔
勅
」
蜜
塁
謹
尋
①
9
0
国
8
9
轟
o
雪
畠
葦
『
ε
2
8
0
『
o
＝
9
0
襲
艶
岳
属
『
づ
墜
零
＝

　
　
な
ど
の
四
種
の
詔
勅
が
同
時
に
嚢
布
さ
れ
て
い
る
。

（
⑳
）
　
一
七
八
匠
年
四
月
二
一
日
エ
カ
テ
リ
ナ
ニ
世
が
貴
族
に
與
え
た
「
貴
族
特
許
瓶
」
葵
舘
O
雷
霞
国
塁
召
婁
o
冨
葛
o
ゼ
義
9
昌
の
一
節
。

（
盟
）
　
ト
ゥ
ロ
シ
チ
ン
ス
キ
イ
起
草
の
「
皇
帝
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
一
世
の
即
位
に
關
す
る
詔
勅
」
の
一
節
。

（
盟
）
　
ナ
ポ
レ
オ
ソ
が
パ
ー
ヴ
呂
ル
に
示
し
た
計
鑑
に
よ
る
と
「
完
全
装
備
の
輕
砲
兵
を
含
む
三
五
、
O
O
O
の
フ
ラ
ソ
ス
軍
は
、
フ
ラ
ソ
ス
國
境
か
ら
オ
ー
ス
ー

　
　
ト
リ
ヤ
の
國
境
を
経
て
リ
ム
に
前
進
し
、
そ
こ
で
船
を
得
て
ド
ナ
ウ
河
を
下
り
…
…
黒
海
に
到
着
後
は
ロ
シ
ヤ
艦
隊
が
こ
の
フ
ラ
ソ
ス
軍
を
タ
ガ
ソ
ロ
ー
ク
ま

　
　
で
鍮
逡
し
、
そ
こ
か
ら
フ
ラ
ソ
ス
軍
は
ボ
ォ
ル
ガ
河
に
そ
つ
て
ツ
7
リ
チ
ン
に
赴
き
、
さ
ら
に
船
を
調
蓬
し
て
ア
ス
ト
ラ
ハ
ソ
ヘ
と
下
る
。
ア
ス
ト
ラ
ハ
ン
に

　
　
お
い
て
強
力
な
完
全
装
備
の
砲
兵
を
加
え
た
三
五
、
O
O
O
（
一
五
、
0
0
0
の
歩
兵
と
一
〇
、
O
O
O
の
騎
兵
隊
及
び
一
〇
、
0
0
0
の
コ
サ
ッ
ク
兵
）
の

　
　
ロ
シ
ャ
軍
は
、
フ
ラ
ン
ス
軍
と
合
流
し
…
…
露
佛
蓮
合
軍
は
ア
ス
ト
ラ
ハ
ン
か
ら
カ
ス
ピ
海
を
越
え
て
ア
ス
ト
ラ
パ
ー
ド
に
到
り
、
そ
こ
に
軍
需
資
材
を
集
積

　
　
し
」
（
区
づ
o
臼
o
属
賀
畿
旨
旨
O
属
8
0
℃
属
＝
O
O
O
ぎ
3
ζ
昌
㌧
9
P
翫
鱒
）
、
　
一
三
〇
日
を
費
し
て
イ
ソ
ド
に
蓬
す
べ
く
豫
定
さ
れ
た
。
し
た
が
つ
て
イ
ン
ド
遠



　
征
は
漬
一
大
な
、
又
皿
甚
だ
實
行
性
の
乏
し
い
計
豊
そ
あ
つ
た
と
い
え
よ
う
o

（
認
）
　
一
八
〇
一
年
一
月
に
パ
ー
ヴ
ェ
ル
が
ド
ン
・
コ
サ
ッ
ク
軍
團
長
オ
ル
・
フ
O
讐
8
騎
兵
大
將
に
宛
て
た
詔
書
（
目
§
呂
8
｝
月
婁
蓉
㍉
量
ど
自
マ

置
）
の
一
節
。

（
瓢
）
　
一
八
〇
一
年
三
月
二
五
日
の
勅
令
。

（
罰
）
　
一
七
九
〇
年
モ
ス
ク
ワ
の
「
政
治
詐
論
」
＝
o
養
旨
言
舞
箋
貰
旨
属
駕
誌
に
記
載
さ
れ
た
モ
ス
ク
ワ
大
學
哲
學
教
授
サ
ハ
ッ
キ
イ
＝
・
O
畠
貴
蚕
陣
の

　
論
丈
（
》
【
冨
自
o
器
爵
箇
3
譜
q
ε
苺
O
O
O
ア
8
冨
耳
電
亨
竃
O
占
皆
）
。

（
2
6
）
　
但
し
穀
物
類
の
輸
出
禁
止
令
の
撤
慶
は
三
月
二
四
日
の
勅
令
に
よ
る
。

（
飯
）
　
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
の
指
示
に
も
と
づ
き
大
検
事
総
長
ベ
ク
リ
シ
ョ
フ
）
●
頃
実
き
目
雷
ボ
科
學
ア
カ
デ
ミ
ー
総
裁
ニ
コ
ラ
イ
）
●
＝
国
民
9
壁
に
、
「
仁

　
慈
な
る
皇
帝
陛
下
は
、
土
地
か
ら
切
離
し
た
人
間
の
販
賓
廣
告
を
、
新
聞
が
取
扱
わ
ぬ
よ
う
指
令
す
る
こ
と
を
望
む
」
（
…
§
長
①
掌
《
閑
岩
●
8
‘
・
㌔
o
竃
昌
・

　
9
亨
お
）
と
い
う
意
味
の
布
告
を
與
え
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
地
主
領
農
民
の
賓
買
に
制
約
を
加
吏
た
と
い
つ
て
も
、
そ
れ
は
全
く
末
梢
的
な
非
現
賓
的
な

　
も
の
で
し
か
な
い
o

（
躯
）
　
「
商
人
・
町
人
及
ぴ
國
有
農
民
へ
の
土
地
購
入
の
椹
利
下
賜
に
關
す
る
勅
令
」
》
閑
器
O
眉
露
O
o
醤
田
毘
薫
4
器
器
臼
駆
ざ
認
㊦
据
轟
q
昌
＝
器
o
㌣

　
国
孚
ま
霞
0
8
詣
塁
観
旨
窒
a
冨
躍
串
ぎ
属
侵
目
蓉
6
器
…
国
を
指
す
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ま
で
は
貴
族
の
特
樺
で
あ
つ
た
土
地
購
入
権
が
商
人
・
町
人
及
び

　
國
有
地
農
民
に
績
大
さ
れ
た
結
果
、
彼
等
も
叉
財
産
と
し
て
土
地
を
所
有
で
き
る
こ
と
と
な
つ
た
が
、
彼
等
の
所
有
可
能
な
土
地
は
あ
く
ま
で
も
農
民
の
住
ま

　
な
い
土
地
器
善
茜
α
3
民
窟
q
ぴ
美
に
か
ぎ
ら
れ
、
農
民
が
居
佳
し
、
又
現
に
耕
作
し
て
い
る
土
地
の
所
有
は
貴
族
の
特
権
と
し
て
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
。

（
2
9
）
　
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
即
位
の
報
知
を
受
け
た
彼
の
師
傅
ラ
ガ
ル
フ
合
●
』
窃
巷
目
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
を
彼
に
輿
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
私
は
陛

　
下
が
三
千
萬
の
臣
民
の
統
治
者
に
な
ら
れ
た
こ
と
に
醜
詞
を
述
べ
よ
う
と
は
思
わ
ぬ
が
、
臣
民
σ
今
後
の
蓮
命
が
、
基
本
的
人
椹
と
い
う
も
の
が
決
し
て
室
し

　
い
幻
想
で
は
な
い
こ
と
、
又
人
民
の
首
長
と
は
人
民
の
第
一
の
下
僕
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
君
主
の
手
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
喜
ぶ
」
（
目
§
這
8
噂

　
↓
窪
貰
O
｝
剛
睾
罫
9
づ
●
器
）
と
。

（
3
0
）
　
巳
鋸
長
①
宰
月
角
罵
美
9
3
＝
目
℃
9
℃
。
鵠
●
か
く
ス
ト
ロ
ガ
ノ
フ
は
一
八
〇
一
年
四
月
二
三
日
皇
帝
と
會
見
し
た
際
に
人
椹
保
障
の
必
要
性
を
彊
調
し

　
て
い
る
。

（
班
）
　
エ
カ
テ
リ
ナ
ニ
世
に
差
倒
し
た
パ
i
昌
ソ
＝
轟
国
属
の
省
制
度
探
用
に
關
す
る
具
申
書
の
一
節
。
彼
は
司
法
・
外
務
・
内
務
・
陸
海
軍
・
財
政
通
商
の

　
六
省
を
設
置
し
、
ロ
シ
ヤ
に
お
け
る
省
制
度
の
端
緒
を
築
い
て
い
る
（
』
讐
蚕
♂
頃
‘
《
ぎ
身
美
蓉
弓
ε
国
国
b
胃
突
弩
o
昌
窟
困
｝
這
8
｝
q
亨
o
o
呂
）
。

（
銘
）
　
例
え
ば
商
業
参
議
會
閑
O
諸
＝
O
℃
早
蓉
自
O
憩
凶
・
鑛
山
参
議
會
0
8
7
誕
O
嚢
9
塁
・
マ
ニ
ュ
ワ
ァ
ク
チ
ュ
ア
参
議
會
蜜
臣
『
合
輿
↓
署
㌘
蓉
自
角
ヨ
縞
な

　
　
　
一
九
世
紀
初
頭
の
ロ
シ
ヤ
の
欧
治
妖
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
　
（
三
〇
九
）



　
　
晃
世
紀
初
頭
の
・
多
の
政
治
幾
況
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇
　
（
≡
o
）

　
ど
を
復
活
す
る
と
共
に
、
パ
ー
ヴ
呂
ル
は
他
方
で
個
人
賛
任
制
の
原
則
を
強
化
し
た
た
め
、
参
議
會
と
大
臣
乃
至
省
と
が
並
存
し
、
政
策
の
立
案
及
び
執
行
が

　
二
重
化
し
た
（
』
零
至
F
．
『
角
議
※
9
9
づ
器
oo
）
。

（
詔
）
　
ス
ト
ロ
ガ
ノ
フ
の
凌
し
た
記
録
に
よ
る
と
「
皇
帝
の
信
頼
に
答
え
る
た
め
に
、
帝
國
の
無
農
系
な
統
治
機
構
の
改
革
泳
3
H
日
O
幽
〇
一
噂
伽
島
詠
O
O
置
臨
マ

　
叫
冨
①
轟
廻
の
6
眉
お
旨
覆
①
旨
号
一
．
国
巨
営
富
と
い
う
綜
合
的
な
仕
事
に
幾
分
か
な
り
と
も
参
與
す
べ
く
、
我
々
は
、
よ
り
知
畳
的
に
問
題
を
考
量
し
得
る
よ

　
う
に
、
又
そ
う
し
た
比
喩
が
差
支
え
な
け
れ
ぱ
病
氣
と
そ
の
治
療
方
法
と
の
關
係
と
全
く
同
檬
に
、
現
實
の
帝
國
全
盟
を
一
枚
の
維
と
し
て
観
察
す
る
こ
と
が

　
差
當
っ
て
必
要
で
あ
る
と
い
う
意
見
に
皇
帝
の
承
認
を
得
て
」
　
（
E
§
呂
o
軍
《
蓋
騨
8
～
｝
8
＝
昌
矯
8
マ
＆
）
、
機
構
改
革
の
問
題
を
取
上
げ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
政
府
上
層
部
内
で
極
密
裡
に
機
構
改
革
の
問
題
が
討
議
さ
れ
て
い
る
。

（
雛
）
　
皇
帝
を
司
法
機
關
で
あ
る
元
老
院
及
び
行
政
の
機
關
と
媒
介
づ
け
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
宮
廷
會
議
も
、
パ
ー
ヴ
ェ
ル
の
時
代
に
は
僅
か
に
検
閲
の
樺
限

　
の
み
が
認
め
ら
れ
た
だ
け
で
あ
つ
た
。
例
え
ば
エ
カ
テ
リ
ナ
ニ
世
の
治
世
（
一
七
六
二
ー
一
七
九
六
）
に
、
宮
廷
會
議
は
一
、
五
九
七
同
福
集
さ
れ
、
女
帝
は

　
そ
れ
に
六
三
回
出
席
し
て
い
る
が
、
パ
ー
ヴ
呂
ル
の
時
代
（
一
七
九
六
－
一
八
〇
一
）
に
は
、
僅
か
一
四
三
同
召
集
さ
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
叉
皇
帝
の
出
席
は
一

　
同
に
止
ま
つ
て
い
る
（
自
鶏
翼
醤
F
《
民
器
●
O
O
ヂ
噸
Q
弓
●
●o
揺
）
。

（
3
5
）
　
ト
ゥ
・
シ
チ
ン
ス
キ
イ
の
提
案
に
も
と
づ
く
こ
の
絡
身
會
議
は
「
皇
帝
の
親
任
に
よ
り
、
肚
會
的
に
も
尊
敬
さ
れ
た
身
分
の
高
い
」
一
二
名
の
議
員
か
ら

　
構
成
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
「
國
務
の
審
議
・
決
定
の
た
め
皇
帝
の
許
に
設
置
さ
れ
た
こ
の
機
關
」
の
目
的
は
、
「
・
シ
ヤ
大
帝
國
の
穂
威
と
至
顧
を
法
の
確
個

　
と
し
た
基
礎
の
上
に
す
え
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
新
し
い
法
律
に
よ
つ
て
、
農
業
・
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
・
産
業
・
手
工
業
及
び
國
富
の
源
泉

　
で
あ
る
通
商
を
法
の
庇
護
の
下
に
お
ぎ
つ
っ
、
最
下
層
の
人
民
に
生
氣
と
勇
氣
と
を
吹
込
む
と
同
時
に
又
人
類
へ
の
愛
情
と
肚
會
秩
序
の
尊
重
と
を
考
慮
し
て
、

　
す
べ
て
の
法
律
を
再
審
し
、
又
法
律
の
憂
更
・
修
正
の
試
案
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
勅
令
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
（
』
零
臣
♂
評
＝
美
P

　
η
マ
oo
器
－
器
麻
￥
し
か
L
設
置
當
初
の
意
圓
は
現
實
に
果
さ
れ
ず
、
　
ス
ペ
ラ
ソ
ス
キ
イ
が
機
構
改
革
の
問
題
に
着
手
し
た
頃
に
は
匿
に
有
名
無
實
の
存
在
と

　
化
し
て
い
た
。

（
3
6
）
　
こ
の
委
員
會
の
審
議
内
容
は
無
論
の
こ
ζ
委
員
會
の
存
在
そ
の
も
の
が
肚
會
的
反
響
を
考
慮
し
て
秘
密
に
さ
れ
た
。
ス
ト
・
ガ
ノ
フ
の
傳
え
る
と
こ
ろ

　
に
よ
る
と
、
こ
の
委
員
會
は
穫
力
關
係
特
に
統
治
機
構
の
改
革
を
主
目
的
と
し
、
そ
の
審
議
事
項
に
は
大
髄
三
つ
の
段
階
、
ま
ず
現
實
の
統
治
機
構
の
研
究
、

　
つ
い
で
個
別
的
な
機
構
改
革
案
の
作
成
、
最
後
に
機
樽
改
革
の
成
果
を
立
法
化
す
べ
く
憲
法
ぎ
＝
3
§
気
髪
論
の
制
定
が
豫
定
さ
れ
た
。
又
こ
の
委
員
會
の
司

　
會
者
ア
レ
キ
サ
ノ
ド
ル
は
、
改
革
が
政
府
の
專
制
溶
9
0
望
窪
を
抑
制
し
得
る
よ
う
な
方
向
に
志
向
す
べ
き
こ
と
を
、
提
唱
し
た
と
も
傳
え
ら
れ
て
い
る

　
（
目
§
呂
8
矯
ぎ
貰
8
．
ご
8
昌
封
自
㌘
＆
）
。
し
か
し
元
老
院
の
改
革
及
び
行
政
各
省
の
設
置
に
つ
い
て
指
導
的
役
割
を
果
し
た
こ
の
非
公
式
委
員
曾

　
は
一
八
〇
三
年
末
に
解
散
し
て
い
ゐ
。



（
翫
．
）
　
パ
ー
ヴ
，
エ
ル
に
よ
つ
て
無
力
化
さ
れ
て
い
た
元
老
院
の
同
復
を
意
圖
し
た
ア
レ
キ
サ
ソ
ド
ル
が
、
一
八
〇
一
年
六
月
に
元
老
院
へ
興
え
た
書
簡
（
E
§
》

　
泪
①
掌
．
『
角
羅
突
ρ
↓
O
翼
昌
｝
Q
召
．
鱒
O
）
の
一
節
。

（
お
）
　
「
元
老
院
の
穫
利
と
義
務
に
關
す
る
勅
令
」
気
器
ω
o
目
冨
器
躍
髭
a
器
塁
習
3
轟
O
塁
四
♂
（
』
醇
葦
罫
気
器
ω
●
8
～
9
マ
躍
O
）
の
一
節
。
す
な

　
わ
ち
「
元
老
院
は
ロ
シ
ヤ
帝
國
に
お
け
る
最
高
の
機
關
で
あ
る
。
元
老
院
は
法
の
擁
護
者
と
し
て
全
裁
判
所
を
自
己
に
從
局
さ
せ
、
公
歪
な
裁
剣
の
た
め
の
徹

　
底
的
な
監
督
に
つ
い
て
配
慮
し
、
租
税
徴
牧
と
國
庫
の
支
出
を
監
親
し
、
國
民
の
負
捻
の
輕
減
・
安
寧
秩
序
の
迩
守
、
及
び
元
老
院
の
監
督
下
に
あ
る
諸
機
關

　
の
違
法
行
爲
慶
紹
の
方
法
に
つ
い
て
考
慮
す
る
」
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
叉
そ
の
た
め
に
法
律
の
執
行
に
俘
う
鹸
陪
拉
び
に
新
た
に
制
定
さ
れ
た
法
律
と
既

　
存
の
法
律
と
の
矛
盾
碧
旨
a
自
田
国
国
9
0
詣
皇
§
切
輿
o
ぎ
弱
智
壱
Q
憩
器
冨
4
蟹
塁
o
孚
器
溶
田
o
誤
罠
切
突
o
ぎ
四
〇
昌
冨
貰
臣
＝
踏
が
あ
る
場
合
に

　
は
、
代
表
を
通
じ
て
そ
の
こ
と
を
皇
帝
に
具
申
し
得
る
椹
利
を
認
め
ら
れ
た
。

（
鈴
）
　
省
の
設
置
は
俘
い
、
省
と
滲
議
會
と
の
關
係
を
い
か
に
調
整
す
る
か
の
問
題
が
生
じ
た
が
、
一
八
〇
三
年
ま
ず
軍
事
参
議
會
を
慶
止
し
、
つ
い
で
全
参
議

　
會
を
各
省
に
吸
牧
さ
せ
て
問
題
を
解
決
す
る
と
共
に
、
政
府
は
さ
ら
に
各
省
相
互
の
連
絡
を
緊
密
化
す
る
た
め
に
内
閣
ぎ
翌
毫
零
鑑
謹
誠
晟
9
づ
O
国
を
創
設
し

　
て
い
る
。

（
郵
）
　
こ
う
し
た
混
飢
・
無
統
制
は
、
結
局
、
　
「
こ
の
時
代
の
政
治
制
度
上
の
特
徴
で
も
あ
つ
た
中
福
的
諸
機
關
の
も
つ
穫
限
の
不
明
瞭
さ
に
起
因
す
る
」

　
（
OO
o
サ
鎖
詳
却
ピ
こ
匡
ロ
器
謎
o
げ
⑥
醤
①
o
げ
言
四
〇
8
冨
o
ザ
蔚
9
お
㎝
ど
O
O
・
嵩
㎝
）
が
、
そ
れ
故
に
こ
そ
内
閣
は
閣
議
に
皇
帝
の
出
席
を
得
た
こ
と
に
よ
り
、
元
老
院

　
及
び
絡
身
會
議
の
構
限
を
徐
々
に
牧
奪
し
、
肥
大
化
し
て
い
つ
た
（
』
”
夷
臣
噸
気
器
o
。
．
8
‘
‘
o
o
嵩
山
嵩
）
。
そ
し
て
こ
の
事
實
上
の
原
則
が
ス
ベ
ラ
ソ
ス
キ

　
イ
の
憲
法
草
案
に
お
い
て
探
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
妊
）
　
E
§
呂
⑦
宰
《
鋭
塁
●
8
‘
‘
3
竃
鍔
自
？
鱒
魅
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

一
九
世
紀
初
頭
の
ロ
シ
ヤ
の
政
治
妖
況

冠
一

（
繋
＝
脚
）


